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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成29年3月9日(2017.3.9)

【公開番号】特開2014-164301(P2014-164301A)
【公開日】平成26年9月8日(2014.9.8)
【年通号数】公開・登録公報2014-048
【出願番号】特願2014-15516(P2014-15516)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｇ  15/16     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｇ   15/16     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成29年1月30日(2017.1.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の式／構造によって表される架橋ポリ（エーテルエーテルケトン）を含む中間転写
部材であって、

【化１】

　式中、ｘおよびｙは、繰返し単位のモルパーセントであり；ｘは、約１０から約９５モ
ルパーセントであり；ｙは、約５から約９０モルパーセントであり、ｘプラスｙの合計が
約１００モルパーセントに等しく；Ｒは、アルキル、アリール、またはその置換誘導体で
ある、中間転写部材。
【請求項２】
　硬化後の架橋パーセンテージが、フーリエ変換赤外分光法（ＦＴＩＲ）により判定して
、約５５から約９９パーセントであり、前記部材は、ヤング率が、約２，５００から約６
，５００メガパスカルであり、かつ破断強さが、約５０から約９０メガパスカルである、
請求項１に記載の中間転写部材。
【請求項３】
　硬化後の架橋パーセンテージが、約７０から約９０パーセントであり、アルキルが１か
ら約１０の炭素原子を含み、アリールが６から約２４の炭素原子を含む、請求項１に記載
の中間転写部材。
【請求項４】
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　前記架橋ポリ（エーテルエーテルケトン）は、以下の式／構造によって表されるものか
らなる群から選択され
【化２－１】

【化２－２】

　式中、ｘは、約３０から約８０モルパーセントであり；ｙは、約２０から約７０モルパ
ーセントであり、ｘプラスｙの合計が約１００モルパーセントに等しい、請求項１に記載
の中間転写部材。
【請求項５】
　カーボンブラック、金属酸化物、ポリアニリン、およびこれらの混合物からなる群から
選択される導電性成分をさらに含む、請求項１に記載の中間転写部材。
【請求項６】
　前記架橋ポリ（エーテルエーテルケトン）は、存在する成分に基づいて、約６０から約
９７重量パーセントの量で存在し、導電性成分をさらに含み、前記導電性成分は、存在す
る成分に基づいて、約３から約４０重量パーセントの量で存在し、これらの合計が約１０
０である、請求項１に記載の中間転写部材。
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【請求項７】
　ポリシロキサンおよび内部リリース添加剤をさらに含む、請求項１に記載の中間転写部
材。
【請求項８】
　前記ポリシロキサンが、ポリエーテル修飾ポリジメチルシロキサン、ポリエステル修飾
ポリジメチルシロキサン、ポリアクリレート修飾ポリジメチルシロキサン、ポリエステル
ポリエーテル修飾ポリジメチルシロキサン、およびこれらの混合物からなる群から選択さ
れる、請求項７に記載の中間転写部材。
【請求項９】
　前記ポリシロキサンが、全固体の約０．０１から約１重量パーセントの量で存在し、前
記内部リリース添加剤が、全固体の約０．２から約２重量パーセントの量で存在する、請
求項７に記載の中間転写部材。
【請求項１０】
　前記架橋ポリ（エーテルエーテルケトン）が、ジメチルスルホキシド、アセトン、Ｎ－
メチル－２－ピロリドン、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミ
ド、およびこれらの混合物からなる群から選択される溶媒に可溶性である、請求項１に記
載の中間転写部材。
【請求項１１】
　前記架橋ポリ（エーテルエーテルケトン）は、ゲル透過クロマトグラフィーにより判定
して、重量平均分子量が約８０，０００から約２５０，０００であり、数平均分子量が約
４０，０００から約１５０，０００である、請求項１に記載の中間転写部材。
【請求項１２】
　前記架橋ポリ（エーテルエーテルケトン）は、ゲル透過クロマトグラフィーにより判定
して、重量平均分子量が約１２０，０００から約１８０，０００であり、数平均分子量が
約６０，０００から約１００，０００である、請求項１に記載の中間転写部材。
【請求項１３】
　前記導電性成分は存在し、さらにポリシロキサンと、任意で内部リリース添加剤とを含
み、前記架橋ポリ（エーテルエーテルケトン）は、以下の式／構造によって表され、硬化
後の架橋パーセンテージが、フーリエ変換赤外分光法（ＦＴＩＲ）により判定して、約５
０から約９９パーセントであり
【化３】

　式中、ｘおよびｙは、繰返し単位のモルパーセントであり；ｘは、約１０から約９５モ
ルパーセントであり；ｙは、約５から約９０モルパーセントであり、ｘプラスｙの合計が
約１００モルパーセントに等しく；Ｒは、アルキル、アリール、またはその置換誘導体で
ある、請求項１に記載の中間転写部材。
【請求項１４】
　ｘが約３０から約８０であり、前記架橋パーセンテージが約７０から約９０パーセント
である、請求項１３に記載の中間転写部材。
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【請求項１５】
　前記部材は、ヤング率が、約２，５００から約６，５００メガパスカルである、請求項
１３に記載の中間転写部材。
【請求項１６】
　前記部材は、破断強さが、約５０から約９０メガパスカルである、請求項１３に記載の
中間転写部材。
【請求項１７】
　前記部材は、ヤング率が、約２，８００から約３，１００メガパスカルであり、破断強
さが、約５０から約７５メガパスカルである、請求項１３に記載の中間転写部材。
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